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様式第２号（その２） 

（用紙  日本工業規格Ａ４縦型） 

授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

臨床心理学特論

Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床心理学の目的、理論、障害概念、心理査定の在り方等につ

いて多角的・体系的に学ぶことと、臨床において求められる倫理観や基本的

心構えを身につけることを目標とする。 

（授業計画の概要）：臨床心理学の目的を明確化した上で、諸理論等につい

て、基礎心理学等の近接他領域の知見にも触れながら解説する。次に、臨床

心理学が扱う情報の多様性・多義性、各種心理検査の特徴、検査数値や診断

基準の信頼性妥当性、障害概念をめぐる諸問題等を解説し、臨床活動を行う

上での倫理観、心構えの形成へとつなげていく。 

 

臨床心理学特論

Ⅱ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：心理療法の諸理論について多角的・体系的に学ぶとともに、各

心理療法や技法をクライエントの問題性やセラピストの能力に応じて適切に適

用することの重要性を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：心理療法の理論や方法論を概説した上で、一般的な心

理療法プロセスをインテーク段階から終結まで順を追って説明する中で、各

段階で必要な手続きや技法について具体的に解説する。また、心理療法を適

切に進めるために必要な記録、スーパーバイズ、効果測定等のほか、臨床心

理学の地域貢献のあり方についても言及する。 

 

臨床心理面接特

論Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：心理臨床の基礎となる、見たてと治療計画について、また、心理

的な問題の発生の仕組みなどについて学ぶとともに、自己開示、共感練習な

ど、心理面接の根幹となる内容を理解し、実際の面談につながる基礎的な知

識と技能を養成する。 

実践面では、グループによる共感訓練などを用意している。 

（授業計画の概要）：各授業は３つの部分からなり、第１のセクションでは、面

接エクササイズを、第２のセクションでは、講義、最後のセクションは面接訓練

を行う。全体的な授業計画であるが、初めの数回は自己開示を中心に学び、

その後に傾聴（共感訓練を含む）訓練を行う。また、最後の部分では、グルー

ププロジェクトの発表を行う。 
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臨床心理面接特

論Ⅱ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：前期のクラスを踏まえ、より一層具体的な面接訓練を行う。まず、

初期面接の方法とレポートの書き方、見たてと治療計画の作り方、また心理的

な問題と心理療法のモデルについての理解を深める。実践面として、面接ボ

ランティアを用いた模擬面接訓練を行うとともに、特定の心理的問題に特化し

た介入法についても学習する。 

（授業計画の概要）： 個々の回は、それぞれ３つのセクションに分け、初めの

セクションでは面接のためのエクササイズ、第２のセクションでは各回のトピッ

クとして挙げた事柄についての講義、最後のセクションは模擬面接について

コメントなどに用いる。 

全体の授業計画は、初めの数回は初期面接と見たての仕方、治療計画の作り

方、レポートの書き方について学習する。次のセクションでは、臨床現場で出

会う問題に対する理解を深める、さらに代表的な介入方法について学ぶ。ま

た、症状 （PTSDなど）に特化した介入法の紹介も行う。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

臨床心理査定演

習Ⅰ 

（授業形態）：演習形式  

（授業目標）：心理アセスメントの方法の一つとしての心理査定について学習

する。心理査定の主な役割は知的な能力や人格構造の特徴や水準、精神発

達の段階、さらには社会適応のあり方などをより総合的に把握することが可

能になる点にある。心理士となるための大切な、しかも入門としてのトレーニ

ングとなる。 

（授業計画の概要）：質問紙法と知能検査、投影法について、各検査の特徴を

学ぶとともに、実際にテスター・被検査者と役割を替えて体験実習を可能な

限り行う。それを元に検査の処理法、ならびに基本的な解釈法、さらにレポ

ートの書き方を学んでもらう。 
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臨床心理査定演

習Ⅱ 

（授業形態）：演習形式  

（授業目標）：投影法のもっとも代表的かつ幅広く活用されている Rorschach 

Test は、他の心理検査よりも多くの情報をもたらすので、被検者を理解する

上で非常に有効な検査である。が、その実施と解釈には多くの経験と知識が

必要となる。そのため本講義は入門的なものであるが、今後のための大切な

基礎となる。 

（授業計画の概要）：基礎となるスコアリングを学ぶが、実際にテスター・被検

査者と役割を替えて体験実習を行う。それを元に検査の処理法、ならびに基

本的な解釈法、さらにレポートの書き方を学んでもらうことを目標にする。な

お本講義では病院臨床場面でもっともよく使われている片口法のスコアリン

グに基づいて進めていく。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

臨 

床 

心 

理 

学 

専 

攻 

基 

幹 

科 

目 

群 

臨床心理基礎実

習 

（授業形態）：実習形式  

（授業目標）：２年次の臨床心理実習に備えるために、最低限の知識を身につ

ける。講義型が中心となるが、なるべく受け身的に授業に参加するのではく、

各人が主体的に関われるような形式とする。つまり討論型の授業、あるいはロ

ールプレイを取り入れる形式も導入していく。各人が何を、どのように感じ取れ

るかという点についても焦点を当てる。自分自身を知る手段でもある。己を知

るということは、臨床心理士となるための大切な、しかも入門としてのトレーニ

ングとなる。 

（授業計画の概要）：２年次に行われる臨床心理学実習に先立ち、心理療法

およびカウンセリングについて、基本的な知識を中心に学んでいく。臨床心

理士が働く場によって、必要とされる力量や技術が多少違っており、またどの

ような心理療法やカウンセリングを行うかも、微妙に調整する必要があり、そう

いった現状を知る。多種多様な療法の理論と技術、適応について学ぶ。臨床

心理士としての要求される専門家としての必要な条件、技術、訓練、ケースに

当たる際の心構えなどについて学ぶ。 

（授業の分担）：堀越勝、川邉譲、五味渕久美子、角田京子、青山洋子の５名

の教員が共同して指導を担当するが、主たる担当は次のとおりである。 

担当者名 担当内容 

堀越 勝 

「さまざまな心理療法およびカウンセリングについてー適応

Ⅰ・Ⅱ」「前期の総括と各人の感想Ⅰ」「「聴くということとはⅠ・

Ⅱ」「１年次の総括と各人の感想、２年次の臨床心理実習への

心構えおよび注意事項について」を担当する。 

川邉 譲 

「さまざまな心理療法およびカウンセリングについてー適応

Ⅲ・Ⅳ」「前期の総括と各人の感想Ⅱ」「分かるとはⅠ・Ⅱ」「心

理士としての sensitivity についてⅠ・Ⅱ」「１年次の総括と各人

の感想、２年次の臨床心理実習への心構えおよび注意事項に

ついて」を担当する。 

五味渕 

久美子 

「心理療法およびカウンセリングについて」「心理士の働く場所

とその役割についてⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「心理療法およびカウンセリン

グにおける効果と限界Ⅰ・Ⅱ」「１年次の総括と各人の感想、２

年次の臨床心理実習への心構えおよび注意事項について」を

担当する。 

角田京子 

「アナムネーゼ（初診および初回面接）の聞き方と記録の仕方

Ⅰ・Ⅱ」「さまざまな心理療法およびカウンセリングについてー

適応Ⅴ・Ⅵ」「前期の総括と各人の感想Ⅰ」「１年次の総括と各

人の感想、２年次の臨床心理実習への心構えおよび注意事項

について」を担当する。 

青山洋子 

「さまざまな心理療法およびカウンセリングについてー適応

Ⅶ」「話すこととはⅠ・Ⅱ」「前期の総括と各人の感想Ⅰ」「１年次

の総括と各人の感想、２年次の臨床心理実習への心構えおよ

び注意事項について」を担当する。  

教員５名

が担当 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

基 

幹 

科 

目 

群 

臨床心理実習 （授業形態）：実習形式  

（授業目標）：スーパーヴィジョンにおいて行われる事例の報告、実習先の体験

の報告を通して、心理療法およびカウンセリングの基本を学ぶことが第一の目

標である。と同時に、臨床心理士になるために、事例を通して、自分自身の特性

を自分自身が知るという課題に直面することが、事例を報告し検討する以上に、

大切なトレーニングである。これが第二の目標である。 

（授業計画の概要）：ゼミ形式で、事例担当者が報告する事例について、様々な

観点から検討し考察をする。報告者以外の参加者も、あたかも自らが担当した

事例と考え、担当者の報告を聞いて、積極的に発言すると、より有効になる。報

告される事例は臨床心理センターで担当した事例が中心である。あるいは、事

例報告ではないが、実習先の病院やクリニックで体験したことを自分なりにまと

め、報告するということも有益であるので、このような報告でもよい。スーパーヴ

ィジョンを通して、心理療法家としての基礎を学ぶことになる。 

（授業の分担）：堀越勝、川邉譲、五味渕久美子、角田京子、青山洋子の５名

の教員が担当し、基本的に外部施設における実習を行う。したがって、各教員

は受け持ち学生に対する個別指導によって臨床心理学の基礎的知識と技法を

実践的に学習することとなる。教員は、受け持ち学生の実習に際して、挨拶、報

告、服装、言葉づかいなどの職場における基本的マナーなどの指導を十分に

行ってから実習施設に派遣する。実習期間中は、定期的に施設を訪問し、学生

の実習日報などの閲覧、実習の実態把握、現場における指導、現場実習担当

者から改善点などの聞き取りなどを実施し、実習が円滑かつ有意義に行われる

ようにする。 

教員５名

が担当 

臨床心理学研究

法特論 

（授業形態）：講義形式 
（授業目標）：研究論文の輪読を通じて、臨床心理学的諸問題について研究方

法論の基礎的な事項を解説することにより、臨床心理学的方法論を身につける

ことを目標とする。 
（授業計画の概要）： 
研究論文の輪読を通じて、研究のプロセス、事例研究、統計的方法、心理測定

法、調査方法論などの基礎的事項について教授する。具体的には、面接法、観

察法、質問紙法、投影法、また心理臨床活動の諸領域における研究等を検討、

討議していく。さらに、臨床心理学研究における倫理の問題についても触れ、さ

まざまな研究論文の輪読を通じて、参加型の講義を展開する予定である。 
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精神医学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床心理士に必要な精神医学の基礎知識を習得し、代表的な疾

患について原因・症状・治療について概要を把握する。さらに、将来の心理臨

床実践において、精神医学と臨床心理学の知識を活かしていくことができるよう

に、ケースの観方、すなわち見立てとサイコセラピーの方針の立て方を学ぶ。ま

た臨床家としての倫理観確立のために、精神医学と精神病患者の処遇の歴史を

知っておくことも必要である。 

（授業計画の概要）：精神医学の診断分類において、どのような疾患がどのよう

に位置付けられているかを紹介する。その上で代表的な疾患である内因性精神

病や神経症、パーソナリティ障害などについて講義する。さらに病態水準の考

え方について、従来の統合失調症からのスペクトラムと最新の気分障害からの

スペクトラムという２つの観点から解説し、実際のケースの病態水準を判断する

演習を行う。最後に精神医学の歴史を講義する。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

投影法特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：１年次に行われた臨床心理査定演習Ⅱを基本とし、Rorschach 

Test についてさらなる発展学習を行う。テストを取る技術はもちろんのこと、テ

ストを取りながら被検者の様子を観察し、感じ取ることが大切である。この点につ

いては心理療法と通じており、いかに感じ取れるかといった訓練は、臨床心理士

としての必要最低限の用件でもある。 

（授業計画の概要）：日頃接する機会の少ない精神疾患群のデータを利用し

て、スコアリング、解釈、さらには鑑別診断について、徹底的に学んでいく。た

だし学生が実習の際 Ro-T を取る機会がある場合は、そのデータを学習の材

料にすることも可能である。本講義では病院臨床場面でもっともよく使われて

いる片口法のスコアリングに基づいて進めていく。最後に、国際的なスコアリ

ング法として採用されているエクスナー法についても、簡単ではあるが解説を

する。 

 

犯罪心理学特論

Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：犯罪心理学研究は犯罪を「現象」としてその構成要素全体から理

解しようとし、「犯罪者理解」の研究から、被害者、場面的環境も含めて犯罪を

全体的にとらえるようになっている。この犯罪心理学特論では、個別の犯罪理

論の紹介よりも、犯罪にかかわる心理・社会・生物・環境要因について理解す

ることをめざす。 

（授業計画の概要）：具体的には、犯罪と社会・経済的要因の関係、ライフサイ

クルの中で犯罪の背景要因となりえる要因、とくに発達と非行の関係などにつ

いて考察する。次いで、昨今社会問題ともなっている人格障害の概念などを

考察しつつ、精神疾患、人格障害、ストレスなどの不適応症状と犯罪行動の発

現との関係について考察する。 

 

法心理学特論Ⅰ （授業形態）：講義形式  
（授業目標）：主として刑事事件における取調べや裁判場面で必要となる心理
学的事項について、基本的な内容を理解することを目的としている。目撃証言
研究について、実験室やフィールドで実施された実証的実験研究及び実際の
事件に対する心理学の関わりについて講義する。又、諸外国と日本のガイドラ
インについての比較考察も行う。 

（授業計画の概要）：目撃証言の心理学的信用性を判断する記憶過程として、

知覚段階、保持段階、想起段階の問題に関して研究を紹介する。あわせて、こ

うした研究から提起された目撃証言のガイドラインについて、諸外国のガイドラ

インとわが国のガイドラインを比較検討する。理解を確認するために、半期に３

回ほど小テストないしはレポート課題を出し、その講評を行って学生の理解を

促進させる。 
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非行臨床特論Ⅰ （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：非行及び非行少年に影響を与えている諸要因について、臨床

心理学を軸に据えつつ、隣接他領域の理論や研究を援用して、多角的に分

析・理解する視点を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：非行の現況、統計量の推移、原因論の変遷等を解説し、

非行に影響する要因の複雑性を解説した後に、非行臨床における諸理論に

ついて、動因の観点、抑止要因の観点、力動的理解の観点等から解説する。

また、特に重要な要因である「集団」「発達」「家庭」の問題を詳説し、行為障害

やプロファイリングなどの最新の話題にも言及する。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

非行臨床特論Ⅱ （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床活動を司法手続きの中で行うという非行臨床の特質と、非行

臨床に携わる者に求められる資質や心構えを理解し、非行少年の査定及び

処遇に必要な知識、技能を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：少年司法の手続きと非行臨床の関係、非行性査定及び

処遇について概説した後に、典型的非行罪種ごとにその特徴と効果的処遇

方法について解説する。その上で、非行の中心的課題である攻撃行動の発

現について多角的に詳説する。また、被害者支援、非行防止活動における臨

床心理学の貢献についても解説する。 

 

発

展 

科 

目 

群 

臨床心理学研究 （授業形態）：演習形式  

（授業目標）：修士論文作成とその内容に深みをもたせることを最終目標と

するが、そのために臨床心理学とは何かを多面的に理解させることを前提

目標とする。 

（授業計画の概要）：演習参加者それぞれに対して臨床心理学に関わる測

定技法・実際事例などの課題を与える。参加者はそれぞれそれら課題につ

いて発表し、その後演習参加者全員で検討する。このパターンをくり返しそ

れぞれ課題への理解を深める。 

（授業の分担）：井上勝也、堀越勝、川邉譲、五味渕久美子、角田京子の５人が

担当し、各人の分担は次のとおりである。 

担当者名 担当内容 

井上勝也 
老年心理学領域に関する研究指導を行い、調査や観
察法によって修士論文の作成指導を行う。 

堀越 勝 
強迫性障害や PTSD などの問題領域に関する研究指
導を行い、検査法や事例を通して修士論文作成指導を
行う。 

川邉 譲 
非行や矯正などの問題領域に関する研究指導を行
い、検査や事例を通して修士論文の作成指導を行う。 

五味渕 
久美子 

青年期のうつ病やひきこもりなどの問題領域に関する
研究指導を行い、検査法やカウンセリングによって修
士論文作成指導を行う。 

角田京子 
強迫神経症やうつ病などの問題領域に関する研究指
導を行い、事例および検査法を通して修士論文の作成
指導を行う。  

教員５名

が担当 

臨 

床 

心 

理 

学 

専 

攻 

基 

礎 

科 

目 

群 

人格心理学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：パーソナリティに関連する心理学的研究について、理論、研究

手続き、成果を理解することを目標とする。 

（授業計画の概要）：まず、類型論と特性論という古典的なパーソナリティ理論

と力動論的な視点からのパーソナリティ理解について解説する。次に、一貫

性論争のもととなった状況主義の考え方や、それ以降に現れた新相互作用論

（現代相互作用論）、社会的構築主義（社会構成主義）からのパーソナリティ理

解について述べる。最後に、パーソナリティの認識可能性や実在性に関する

議論についても考察を加える。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科臨床心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

認知心理学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：認知心理学について概説する。特に、従来の認知心理学が、現

在どのように変化しつつあるかに焦点をあてる。 

（授業計画の概要）：知覚と行為、学習と記憶、言語と相互行為の３つのテー

マを採り上げて概説する。伝統的に用いられてきた情報処理アプローチにつ

いて基本的な内容を理解した上で、アフォーダンス、状況的学習論、相互行

為分析といった近年のアプローチについても解説する。 

 

社会心理学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：特定の社会や集団に所属する人々を偏りなく理解する視点を学

ぶための社会心理学の基本事項を理解し、最近の社会心理学的知見を報告

した論文を精読する能力を養成する。また受講者自身が発表や議論の方法

なども習得することを目標とする。 

（授業計画の概要）：対人認知、社会的・文化的認知など、社会心理学の主要

な分野の基本的な理解とともに、テキストを使用してステレオタイプに関する

最近の社会心理学的研究動向を紹介しながら講義を行う。個人や集団とスレ

テオタイプの形成について、社会心理学的な観点から偏りない理解を深め

る。 

 

老年心理学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：他のライフステージとの比較において、高齢者の心理特徴を

理解し、また老年期特有の諸問題を理解し解決法をさぐる。 

（授業計画の概要）：知的側面、情緒的側面、身体運動的側面、社会的側

面、人格的側面の５側面に関して生涯発達心理学の視点からアプローチ

し、高齢者の特徴を明らかにする。また認知症を含む精神疾患・生きがい

や死の問題についても講義する。 

 

臨 

床 

心 

理 

学 

専 

攻 

基 

礎 

科 

目 

群 

心理学統計法特

論 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：心理学でよく用いられる統計手法について概説する。論文や専

門書で用いられる統計的な記述を理解したり、研究計画を立案したりするのに

必要なレベルの修得を目指す。 

（授業計画の概要）：主に検定や分散分析、回帰分析、因子分析を扱う。ノン

パラメトリック検定や共分散構造分析についてもふれる。また、統計手法に加

えて、実験計画や調査の立案など、研究の手法との関連についても解説す

る。 
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様式第２号（その２） 

（用紙  日本工業規格Ａ４縦型） 

授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

法心理学原論 （授業形態）：講義形式  
（授業目標）：法学と心理学という異なる学の融合としての法心理学の問題の広が
り、有効性、方法論的差異と統合、基礎研究と応用研究についてなど、法心理学
の極めて原理的な内容の理解を本講義の目的としている。こうした理解に立っ
て、法心理学の射程、可能性について考察する。 
（授業計画の概要）： 法と心理学が重なり合う領域の広がり、法的なものの考え
方、心理学的なものの考え方、了解的方法と実証的方法の違い、裁判員制度に
おける評議のあり方、基礎研究と応用研究の違いなどについて、法律家である
吉田と心理学者である原がそれぞれの立場からオムニバス形式で実施するが、
それぞれについて心理学的観点と法学的観点を常に対比させつつ講義する。
また、原理的な内容であるから、単なる知識習得で終わることなく履修学生によ
る参加型の授業を展開して、より実質的な知識形成を行う。 
（オムニバス方式／全１５回） 
（① 原聰／８回） 
講義ガイダンス、法心理学の研究領域、心理学的なものの見方（概説）、心理学
的なものの見方（事例）、法心理学でどのように見るか、実証的方法、基礎研究と
応用研究（刑事関係）、事例研究（裁判員における評議）を担当する。 
（④ 吉田恒雄／７回） 
法心理学の研究領域（民事関係）、法的なものの見方（概説）法的なものの見方
（事例）、了解的方法、基礎研究と応用研究（民事関係）、事例研究（虐待）、講義
のまとめを担当する。 

オムニバス

方式 

法心理学特論Ⅰ （授業形態）：講義形式  
（授業目標）：主として刑事事件における取調べや裁判場面で必要となる心理
学的事項について、基本的な内容を理解することを目的としている。目撃証言
研究について、実験室やフィールドで実施された実証的実験研究及び実際の
事件に対する心理学の関わりについて講義する。又、諸外国と日本のガイドラ
インについての比較考察も行う。 
（授業計画の概要）：目撃証言の心理学的信用性を判断する記憶過程として、
知覚段階、保持段階、想起段階の問題に関して研究を紹介する。あわせて、こ
うした研究から提起された目撃証言のガイドラインについて、諸外国のガイドラ
インとわが国のガイドラインを比較検討する。理解を確認するために、半期に３
回ほど小テストないしはレポート課題を出し、その講評を行って学生の理解を
促進させる。 

 
法 

心 

理 

学 

専 

攻 

基 

幹 

科 

目 

群 

法心理学特論Ⅱ （授業形態）：講義形式  
（授業目標）：本講義では、目撃証言や自白などの証言に対する心理学的
な視点からの信用性評価の実際について学ぶことを目標としている。実際
の事件において用いられた具体的なアプローチについて検討する。事件
における証言に関する心理学的問題を鑑定意見書を資料として考える。 
（授業計画の概要）：本講義で取り上げる事件は、講師が実際に鑑定意見書
作成などで関わった、帝銀事件、甲山事件、狭山事件、福井女子中学生殺害
事件、野田事件、布川事件、痴漢事件などである。こうした事件では、目撃証
言が重要な位置づけを持っていたが、その証言には心理学的に見て問題性
を持っている。心理学の視点と裁判官や取調官の視点の相違という観点から
も問題を理解させる。事件や証拠に関する資料を用い、演習的な手法を用い
て実際に学生に問題点を取り出させ、それらの問題に対する意見を互いに比
較検討する方法で授業を展開する参加型授業を行う。レポート作成により理
解を確認、促進する。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

犯罪心理学特論

Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  
（授業目標）：犯罪心理学研究は犯罪を「現象」としてその構成要素全体から理
解しようとし、「犯罪者理解」の研究から、被害者、場面的環境も含めて犯罪を
全体的にとらえるようになっている。この犯罪心理学特論では、個別の犯罪理
論の紹介よりも、犯罪にかかわる心理・社会・生物・環境要因について理解す
ることをめざす。 
（授業計画の概要）：具体的には、犯罪と社会・経済的要因の関係、ライフサイ
クルの中で犯罪の背景要因となりえる要因、とくに発達と非行の関係などにつ
いて考察する。次いで、昨今社会問題ともなっている人格障害の概念などを
考察しつつ、精神疾患、人格障害、ストレスなどの不適応症状と犯罪行動の発
現との関係について考察する。 

 

犯罪心理学特論

Ⅱ 

（授業形態）：講義形式  
（授業目標）：Ⅰに引き続いて、犯罪にかかわる心理・社会・生物・環境要因に
ついて理解することをめざす。 
（授業計画の概要）：Ⅰに引き続きⅡでは現代社会の犯罪を、情報社会におけ
る犯罪、防犯の観点から犯罪を理解することを目指す。まず、情報社会の犯
罪では、テレビやインターネットなどのマスメディアが暴力行為や性犯罪に及
ぼす影響について考察する。防犯では、犯罪不安とリスク認知、犯罪報道とわ
れわれの犯罪や加害者・被害者に対する見方との関係を考察したあと、犯罪
を抑止する環境条件、人的・社会的条件、被害者要因について考察する。そ
の際、割れ窓理論、CPTED、ライフスタイル理論などにも触れ、その意義と限
界について議論する。 

 

非行臨床特論Ⅰ （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：非行及び非行少年に影響を与えている諸要因について、臨床

心理学を軸に据えつつ、隣接他領域の理論や研究を援用して、多角的に分

析・理解する視点を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：非行の現況、統計量の推移、原因論の変遷等を解説し、

非行に影響する要因の複雑性を解説した後に、非行臨床における諸理論に

ついて、動因の観点、抑止要因の観点、力動的理解の観点等から解説する。

また、特に重要な要因である「集団」「発達」「家庭」の問題を詳説し、行為障害

やプロファイリングなどの最新の話題にも言及する。 

 

法 

心 

理 

学 

専 

攻 

基 

幹 

科 

目 

群 

非行臨床特論Ⅱ （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床活動を司法手続きの中で行うという非行臨床の特質と、非行

臨床に携わる者に求められる資質や心構えを理解し、非行少年の査定及び

処遇に必要な知識、技能を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：少年司法の手続きと非行臨床の関係、非行性査定及び

処遇について概説した後に、典型的非行罪種ごとにその特徴と効果的処遇

方法について解説する。その上で、非行の中心的課題である攻撃行動の発

現について多角的に詳説する。また、被害者支援、非行防止活動における臨

床心理学の貢献についても解説する。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

基

幹 

科 

目 

群 

法心理学実習 （授業形態）：実習形式  

（授業目標）：本実習は、法的領域の現場において必要とされる実際的知識や技

能、態度について学習することを目的としている。いわゆる座学において得た知

識や技能はそのままの形で社会の現場で使用できるものではなく、現場ごとに

求められる知識や技能は異なっている。実践的な学習を目指す法心理学専攻に

おいては、こうした現場の要請にはどのようなものがあるのか、そうした現場の要

請に応えることができる知識や技能は何か、それを具体的に実践できる能力を

体験的に学習することが本実習の教育目標である。 

 （授業計画の概要）： 法的領域における現場として、裁判所と裁判、保護観察施

設と更生保護施設、刑務所を選択し、現場の視察をとおして課題を発見するこ

と、模擬裁判（裁判員裁判）などのロールプレイングによって実践的な知識と技

能を学習する。また、事件の具体的な事例に関する問題発見と、それらの問題

に対する法心理学的なアプローチとしての実験や調査などの実証的方法による

検証などを実施する。 
（オムニバス方式／全１５回） 
（② 小俣謙二／８回、うち共同担当3回） 
授業ガイダンス、太田幸夫と共同で保護観察・更生保護の理解として視察を含め
て３回、市民と防犯活動３回、講義のまとめを担当する。 
（⑤ 太田幸夫／１０回、うち共同担当３回） 
裁判所と裁判の理解として４（視察２回と模擬裁判および司法面接）、処遇の理解

として３回（施設見学および処遇の実際）、小俣謙二と共同で保護観察・更生保護

の理解として視察を含めて３回を担当する。 

オムニバス

方式 

家族と法特論 （授業形態）：講義形式  

（授業の目標・内容等）：この授業では、民法親族法および相続法を中心に、家

族に関する法（家族法）を扱う。親族法については、家族法における身分秩序の

維持と自己決定の尊重の調整、家庭における夫婦の実質的平等の実現、内縁等

における事実の尊重、子どもや老人・障害者の権利擁護等、家族法独自の原理

を十分に理解した上で、「当事者にとって幸福とは何か」を考えてみたい。相続

法では、死亡を原因とする財産権の承継原理を学ぶことになるが、ここでは財産

法の知識を踏まえて、それが家族や親しい者の間ではどのような視点から、どの

ように修正されるかが課題となろう。 

 心理学を専攻する者が修得しておくべき家族法に関する基礎知識と家族紛争

処理に必要な法的思考方法の修得を主要な目標にする。 

 

法 

心 

理 

学 

専 

攻 

発

展 

科 

目 

群 

消費者保護法特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：心理学を専攻する者が修得しておくべき消費者保護法に関する

基礎知識と法的思考方法の修得を主要な目標とする。 

（授業計画の概要）：近年、規制緩和に伴い、商品知識や法的知識が乏しい消

費者を保護する消費者保護法が重要になっており、消費者契約法や特定商取

引法などが相次いで制定された。消費者問題における問題点は、事業者と消

費者は、対等な当事者関係になっていないことである。近年、消費者保護の分

野でも、規制改革が行われた。それは、競争制限につながりやすい裁量的な

規制や事前規制を、明白なルールに基づく規制や事後的な規制に換えていく

ことである。そのために、業界ごとの個別規制に代わる包括的な消費者契約法

や特定商取引法などが、相次いで制定された。本講では、消費者契約法、特

定商取引法、景品表示法のような表示規制などについて研究することとした

い。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

不法行為特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：まずは、不法行為の意義を明確にし、過失責任の原則を検討しな

がら、今日における無過失責任の必要性を理解させていく。 

 次には、不法行為の成立要件につき、主要な判例をも参照しながら、その要

件を徹底的に検討していく。 

 （授業計画の概要）： まずは、不法行為・その成立要件を確実に理解させ、不

法行為責任と債務不履行責任との異同につき検討していく。 

 次には、各種の不法行為に関する問題点を検討しながら、近時における重要

な判例につき議論を進めていく。この際には、判例集の読み方についても習熟

できるように、心がけていく。 

 

個人情報保護法

特論 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：日本の個人情報保護法の特質を外国法と対照しつつ理解し、本

法が日本社会にどのような影響を与えているかを検討する。そこで、欧米の制

度も一応の理解が必要であるから、EU 加盟諸国の個人情報保護法制を紹介

するとともに、アメリカ合衆国の法制度にも触れ、両者の比較を行う。 

（授業計画の概要）：授業の内容は、大きく①OECDの8原則おける個人情報保

護の要請から始まるヨーロッパ諸国の保護法制とアメリカの保護法制の異同、

②日本の個人情報保護法の構造の理解とその問題点、③裁判例にみられる個

人情報保護の在り方である。この順に沿って授業を進めるが、個人信用情報な

どその他の問題にも触れる。更に、受講生の積極的な授業参加を促すために

も、日常生活と個人情報保護法とがどのようにかかわっているのかを考察する。 

 法 

心 

理 

学 

専 

攻 
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供述心理学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：本講義では、供述の心理学的な信用性評価の実践的な分析
方法について理解することを目標としている。自白は証拠の女王などといわ
れ、裁判における証拠としての価値は極めて重いが、一方で、虚偽自白に
よる冤罪なども少なくない。自ら重罪に処せられるかもしれないのに、やっ
てもいない罪を自供することなど考えられないというのが一般人や裁判官
の理解であろうが、心理学的にはきわめて合理的に虚偽自白に陥る過程を
描くことができる。本講義においては、虚偽自白に陥る心理、供述の信用性
（虚偽供述であるか否か）を心理学的分析の手法について学習することが
目標である。 
（授業計画の概要）：講師が直接関与した具体的な刑事事件とその裁判に提
出した鑑定意見書の内容を中心にして講義する。具体的な事件とは、狭山事
件、甲山事件、自民党本部放火事件、帝銀事件、野田事件、袴田事件、多く
の痴漢事件などである。こうした事件では、自白や目撃供述が重要な証拠とし
て提出されたが、これらの供述証拠には心理学的に見て多くの問題を孕んで
いる。いかなる問題であるのか、さらに、供述が事実に基づいていないことを
供述時間の流れ、嘘分析、供述の起源分析などの手法を用いて明らかにし、
心理学的供述分析の手法が持つ有効性について検討を加える。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

精神医学特論 （授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床心理士に必要な精神医学の基礎知識を習得し、代表的な疾患

について原因・症状・治療について概要を把握する。さらに、将来の心理臨床実

践において、精神医学と臨床心理学の知識を活かしていくことができるように、ケ

ースの観方、すなわち見立てとサイコセラピーの方針の立て方を学ぶ。また臨

床家としての倫理観確立のために、精神医学と精神病患者の処遇の歴史を知っ

ておくことも必要である。 

（授業計画の概要）：精神医学の診断分類において、どのような疾患がどのように

位置付けられているかを紹介する。その上で代表的な疾患である内因性精神病

や神経症、パーソナリティ障害などについて講義する。さらに病態水準の考え方

について、従来の統合失調症からのスペクトラムと最新の気分障害からのスペク

トラムという２つの観点から解説し、実際のケースの病態水準を判断する演習を

行う。最後に精神医学の歴史を講義する。 

 

臨床心理学特論

Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：臨床心理学の目的、理論、障害概念、心理査定の在り方等につ

いて多角的・体系的に学ぶことと、臨床において求められる倫理観や基本的

心構えを身につけることを目標とする。 

（授業計画の概要）：臨床心理学の目的を明確化した上で、諸理論等につい

て、基礎心理学等の近接他領域の知見にも触れながら解説する。次に、臨床

心理学が扱う情報の多様性・多義性、各種心理検査の特徴、検査数値や診断

基準の信頼性妥当性、障害概念をめぐる諸問題等を解説し、臨床活動を行う

上での倫理観、心構えの形成へとつなげていく。 

 法 

心 

理 

学 

専 

攻 

 

発

展

科

目

群 

 

臨床心理学特論

Ⅱ 

（授業形態）：講義形式  

（授業目標）：心理療法の諸理論について多角的・体系的に学ぶとともに、各

心理療法や技法をクライエントの問題性やセラピストの能力に応じて適切に適

用することの重要性を学ぶことを目標とする。 

（授業計画の概要）：心理療法の理論や方法論を概説した上で、一般的な心

理療法プロセスをインテーク段階から終結まで順を追って説明する中で、各

段階で必要な手続きや技法について具体的に解説する。また、心理療法を適

切に進めるために必要な記録、スーパーバイズ、効果測定等のほか、臨床心

理学の地域貢献のあり方についても言及する。 
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授 業 科 目 の 概 要 
 

（心理学研究科法心理学専攻） 

科目 

区分 
授業科目の名称 講義等の内容 備考 

臨床心理面接特

論Ⅰ 

（授業形態）：講義形式  
（授業目標）：心理臨床の基礎となる、見たてと治療計画について、また、心理的な
問題の発生の仕組みなどについて学ぶとともに、自己開示、共感練習など、心理
面接の根幹となる内容を理解し、実際の面談につながる基礎的な知識と技能を養
成する。 
実践面では、グループによる共感訓練などを用意している。 
（授業計画の概要）：各授業は３つの部分からなり、第１のセクションでは、面接エ
クササイズを、第２のセクションでは、講義、最後のセクションは面接訓練を行う。
全体的な授業計画であるが、初めの数回は自己開示を中心に学び、その後に傾
聴（共感訓練を含む）訓練を行う。また、最後の部分では、グループプロジェクトの
発表を行う。 

 

臨床心理面接特

論Ⅱ 

（授業形態）：講義形式  
（授業目標）：前期のクラスを踏まえ、より一層具体的な面接訓練を行う。まず、初期
面接の方法とレポートの書き方、見たてと治療計画の作り方、また心理的な問題と
心理療法のモデルについての理解を深める。実践面として、面接ボランティアを
用いた模擬面接訓練を行うとともに、特定の心理的問題に特化した介入法につい
ても学習する。 
（授業計画の概要）： 個々の回は、それぞれ３つのセクションに分け、初めのセク
ションでは面接のためのエクササイズ、第２のセクションでは各回のトピックとして
挙げた事柄についての講義、最後のセクションは模擬面接についてコメントなど
に用いる。 
全体の授業計画は、初めの数回は初期面接と見たての仕方、治療計画の作り方、
レポートの書き方について学習する。次のセクションでは、臨床現場で出会う問題
に対する理解を深める、さらに代表的な介入方法について学ぶ。また、症状 
（PTSDなど）に特化した介入法の紹介も行う。 

 

法心理学演習Ⅰ （授業形態）：演習形式  
（授業目標）：法心理学演習Iと IIは、法に関する分野、またその周辺分野における心
理臨床についての理解を深めることを目的とするクラスである。主に触法行為につ
いての心理学的な理解と介入について、犯罪被害者の実態とそのケアについて、法
務関係者のメンタルケアとその介入についての３つの分野についての理解を深め
る。前期に行われる法心理学演習 Iでは、法心理の全体を把握するとともに、特に触
法行為にかかわる事柄、受刑者の心理や矯正教育などについて触れる。 
（授業計画の概要） 
人間がなぜ触法行動（窃盗、性犯罪、薬物問題など）に及ぶのかについて学ぶととも
に、受刑者に対する矯正教育などについて学習する（認知行動プログラム、家族を
基盤としたプログラム、セラピューティックコミュニティーなど）。また、共同経営の刑
務所の見学、現場で実践を行っている外部講師によるプレゼンテーションを行う。 

 

法 

心 

理 

学 

専 

攻 

発

展 

科 

目 

群 

法心理学演習Ⅱ （授業形態）：演習形式  
（授業目標）：法心理学演習Iと IIは、法に関する分野、またその周辺分野における
心理臨床についての理解を深めることを目的とするクラスである。主に触法行為
についての心理学的な理解と介入について、犯罪被害者の実態とそのケアにつ
いて、法務関係者のメンタルケアとその介入についての３つの分野についての理
解を深める。前期に行われる法心理法心理学演習IIでは、犯罪被害者を巡る心理
的な問題やケアについて、また法に関わる状況の中で介入を行う側 （刑務官、調
査官、カウンセラーなど）についての理解を深める。 
（授業計画の概要）：犯罪被害者の抱える問題として、悲嘆、PTSD について取り上
げる、また被害者援助の実情を被害者援助に携わる当事者（外部講師）を招いて
プレゼンテーションを行ってもらう。また、介入を行う側が現場で抱える問題や対
処について、外部講師を招いて学習する。また、このクラスでは、刑務所の見学を
行う。実際の施設や活動を見ることで、法心理についてさらに深く理解する。 

 

 




